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①① ＥＴＣの普及状況ＥＴＣの普及状況等等



ＥＴＣ車載器セットアップ台数
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①車載器の普及

（１）ＥＴＣの利用・普及状況（１）ＥＴＣの利用・普及状況

平成17年11月のＥＴＣ車載器のセットアップ台数は約９４０万台

H15支援策実施

H15支援策対象拡大

H16支援策実施
阪神(車載器購入支援) 9/17～
首都(料金還元) 10/ 1～
ＪＨ(車載器購入支援)11/19～ 等

H17.3末 別納制度廃止
H17.4 ﾏｲﾚｰｼﾞ割引、
大口・多頻度割引開始

累計約941万台（11月20日現在）
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ETC利用の推移
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②利用率の状況

（２）ＥＴＣの利用・普及状況

平成１７年１１月現在のＥＴＣ利用率は
全国で５２．６％、首都高速で６２．０％

17.１ JH通勤,早朝夜間割引

16.11 JH深夜割引
回数券並限定割引

14.7 首都高特定区間割引
ETC前払割引

13.11 期間限定割引

16.4 JH夜間長距離割引社会実験
首都高速夜間割引社会実験

15.11 首都高速夜間割引社会実験

15.7 JH長距離割引社会実験
本四ETC特別割引

17.4 JHﾏｲﾚｰｼﾞ,

大口･多頻度割引

ETC利用台数 約 1,083,700 台/日 約 817,000 台/日 約 935,600 台/日 約 713,600 台/日 約 445,800 台/日 約 48,400 台/日 約 4,044,100 台/日

（通行総台数） 約 2,158,000 台/日 約 1,491,700 台/日 約 1,937,800 台/日 約 1,150,800 台/日 約 857,300 台/日 約 91,100 台/日 約 7,686,800 台/日

ETC利用率（％）

東日本高速

50.2%

ETC利用率（平成17年11月11日－11月17日平均）

全　　　国

52.6%

阪神高速

52.0%

首都高速

62.0%

中日本高速

54.8%

本四高速

53.1%

西日本高速

48.3% ２



（１） ＥＴＣ車載器リース制度

・ＥＴＣ利用開始時の初期費用を低減す

るため、70万台を対象に月々わずかな

費用（数百円）でＥＴＣ車載器のリース、

割賦販売等による経費の一部を助成

する制度を平成１７年４月より実施。

（２） 二輪車ＥＴＣへの対応

・現行のＥＴＣシステムを活用し、 安全

性や通信機器の動作等に関する評価

などを行うため、首都圏を対象にプロ

ライダーによる試行運用を平成１７年

４月より開始。１１月より一般モニター

による試行運用を実施。

（３） クレジットカード以外の

決済方法の導入

・あらかじめ保証金を預託の上、通行料金を

金融機関の口座から引き落とす方法によ

る保証金（デポジット）方式を平成１７年１１

月より導入予定。

（３）主なＥＴＣ普及促進策（３）主なＥＴＣ普及促進策

３



（４）（４）主なＥＴＣ普及促進策主なＥＴＣ普及促進策

（４）ワンストップサービスの

継続実施

・ＳＡ・ＰＡ等において、ＥＴＣカードの取得から

ＥＴＣ車載器の取付・セットアップを１箇所で

実施できるキャンペーンを継続的に実施。

平成１７年４月からカー用品店の店頭にお

いてもサービス実施。

（６） 予告アンテナ等の整備

・大都市圏の本線料金所等において、カード

有効期限切れ等を伝える予告アンテナを

設置。

・都市部のＩＣを中心にカード未挿入等を伝え

るお知らせアンテナを設置。

（７） セットアップ情報料の

還元キャンペーンの継続

・ＯＲＳＥが発行するセットアップ情報の発行

料の還元（通常５２５円⇒０円）キャンペー

ンを平成１７年末まで継続。

（５） ＥＴＣ専用レーンの増設

・利用率７０％時に容量オーバーする料金所

や、交通錯綜が懸念される料金所におい

てＥＴＣ専用レーンを追加整備。

（東・中・西日本高速；約１４０レーン等）
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平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 
国 土 交 通 省 

 

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 
中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 
西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 
首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 
阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 
本州四国連絡高速道路株式会社 

 

二輪車ＥＴＣ試行運用に関する一般モニター募集について 

 

 

○現在のＥＴＣは自動二輪車が対象となっていないことから、国土交通省及び東日本高速

道路株式会社等の関係機関は連携して、全国の二輪車ＥＴＣの導入に向けた検討を進め

てきたところです。 

 

○その検討結果を踏まえ、平成 17 年 4 月 28 日から首都圏の一部料金所において、プロラ

イダーによる試行運用を実施しています。 

 

○運用状況を分析した結果、安全面や通信機器の動作等の信頼性について問題が無いこと

が確認されました。 

 

○よって、全国の高速道路等を対象にして、一般のライダーの方を対象としたモニター（全

国で 5,000 台）による試行運用を行うこととしました。 

 

○まず、首都圏においてモニターを募集することとしましたので、お知らせいたします。

なお、募集の詳細につきましては、別紙のモニター応募要領をご参照ください。 

 

○今後、首都圏における走行状況を踏まえ、順次、試行範囲を近畿圏、中部圏に拡大し、

全国展開に向けた準備を進めていく予定です。 

 
 

問い合わせ先：国土交通省道路局有料道路課 企画専門官       畠中 秀人 
                     有料道路高度化推進係長 酒井 浩一 
           ＴＥＬ 03-5253-8111（内線 38305,38342）03-5253-8499（直通） 
       東日本高速道路株式会社   広報室 
           ＴＥＬ  03-3506-0175 (直通) 
       中日本高速道路株式会社  総務部 広報室 
           ＴＥＬ 052-222-3628（直通） 
       西日本高速道路株式会社 経営企画部  広報室 

ＴＥＬ  06-6344-7410（直通） 
       首都高速道路株式会社     営業部ＥＴＣ推進室サービス促進グループ 

ＴＥＬ 03-3264-8356（直通） 
  広報室 

ＴＥＬ 03-3539-9257（直通） 
阪神高速道路株式会社     経営企画部 広報グループ 

ＴＥＬ 06-4963-3232（直通） 
       本州四国連絡高速道路株式会社 総務部広報課 

ＴＥＬ 078-291-1023（直通） 
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別 紙  

モニター応募要領 
 

１．応募受付開始日時 

平成１７年１１月１日（火） 午前１０時より 

 

２．応募方法 

財団法人 道路新産業開発機構ホームページ（下記、URL 参照）から応募できます。 

所定の画面で氏名・住所、車種・車両番号などの必要事項を入力して送信してくださ

い。 

ＵＲＬ http://www.hido.or.jp/nirin/index.html 

３．ＥＴＣ車載器の取り付けについて 

車載器の取り付けについては、取り付け店舗の受け入れ体制を考慮し段階的に実施し

ますので、場合によっては、応募受付後しばらくの間お待ち頂くことがあります。 
 
４．対象範囲 

対象範囲は当面首都圏の一部路線・区間とします。 

対象範囲外の走行は出来ません。 

 対象範囲 

東・中日本高速道路 

株式会社区間 

中央自動車道（高井戸～八王子） 

東京外環自動車道（全線：一部料金所） 

第三京浜道路（全線）、横浜新道（全線） 

京葉道路（一之江～花輪） 

首都高速道路 

株式会社区間 

全線（一部料金所を除く） 

 

首都高速道路株式会社区間 

東・中日本高速道路株式会社区間 

 
※対象範囲、対象料金所については段階的に拡大することを予定しています 

 

６



 

７
 ５．応募条件 

（応募条件を満たさない方については、モニターへの参加をご遠慮頂く場合があります。） 

・モニター開始までに、ＥＴＣカードをご用意いただけること。 

・対象範囲を厳守して走行していただけること。 

・東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住されていること。 

・連絡可能なＥメールアドレスを保有されていること。 

・ＥＴＣ車載器の取り付けが可能な二輪車を保有されていること。 

※ＥＴＣ車載器の収容空間が確保できない車両については、外付け収納ボックスを

利用した取付けが可能です。（ボックス及びボックス取付費用はモニター負担） 

・車載器取り付けのため、事務局が指定する取り付け店舗に車両を持ち込んで頂ける

こと。 

・インターネットホームページでのアンケートにご回答いただけること。 

・上記の他、モニター利用マニュアル及びＥＴＣシステム利用規程等を遵守のうえ、

ご利用していただけること。 

・違法改造車はモニターとして認められませんので、車載器の取付は行いません。 

 
６．ご応募からご利用までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①ご応募 

③確認書、車検証

(写)、免許証(写)の
送付 

②理解度確認試験 

④モニター 
登録完了 

⑤車載器 
取り付け 

所定の画面で氏名・住所、車種・車両番号などの必要事項を入力して送信
して下さい。送信頂いた方には、事務局より理解度確認試験を実施するた
めの ID、パスワードをメールにて通知いたします。 

確認書、車検証と免許証のコピーの到着を確認した上で、モニターとして
登録を完了いたします。

モニターに決定した方には、事務局が指定する取り付け店舗より、ご連絡
を致しますので、取付日時について調整の上、車載器の取り付けを行って
ください。 

理解度確認試験を合格された方には、事務局より「モニター利用マニュア
ル」、「ＥＴＣシステム利用規定」を理解、承諾したことについての「確認
書」をお送りいたしますので署名・捺印し、車検証と免許証のコピーを同
封の上、返信用封筒にて事務局にご郵送下さい。 

利用マニュアルをホームページよりダウンロードし、熟読してください。
通知された ID、パスワードによりモニター専用ページにアクセスし、理解
度確認試験を受験してください。 

 
 

⑥ご利用 車載器を取りつけ次第、ご利用いただけます。
安全な走行をお願いします。 

 
７．応募に関する問合せ先 
財団法人 道路新産業開発機構 二輪モニター窓口 

ＴＥＬ：０３－５６１４－７６９９  ＦＡＸ：０３－３６６６－２９８８ 

（受付時間：土日、祝祭日を除く １０：００～１７：００） 

メール：monitor@hido.or.jp 





平 成 １ ７ 年 １ １ 月 ２ ８ 日 

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 
首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 
中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 
西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 
阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 
本州四国連絡高速道路株式会社 

 

 

 

 

● 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路 

株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の６社は、新たなＥＴＣ 

カードを共同で発行することとし、受付を２９日から開始しますのでお知らせします。 

 

１．ＥＴＣパーソナルカードの特徴 

「ＥＴＣパーソナルカード」は、クレジットカード契約をしないお客様にもＥＴＣをお使い

いただけるよう６社が共同して発行するＥＴＣカードで、有料道路の通行料金のお支払いに限

定されたカードです。 

お申込みにあたっては、ご本人名義の郵便局の通常貯金口座をお持ちで、あらかじめ保証金

（デポジット）を預託していただけることが主な条件となります。 

ＥＴＣパーソナルカードでご利用いただいた通行料金は、お客様の郵便貯金口座から１ヶ月

単位で引落しします。（デポジットは、あくまでもＥＴＣパーソナルカード発行にあたっての保

証金であり、毎月の利用額を差し引く前払金ではありません。） 

なお、カードの運営に要する費用の一部を賄うため、カード１枚あたり１，２００円（税込

み）の年会費をいただきます。 

 

２．預託していただくデポジット額 

お申込みの際に、利用見込月額（有料道路の月平均利用額）と、年間最高利用月額（年間で

有料道路を最も多くご利用される月の金額）をご申告いただきます。 

利用見込月額を５千円単位で切り上げた額（１万円未満の場合は１万円とします）を４倍し

た額と、年間最高利用月額を２万円単位で切り上げた額とを比較し、いずれか高い額をデポジ

ットとして預託していただきます。 

カード発行後は、実際のご利用実績に応じてデポジットの増額をお願いすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＴＣパーソナルカードの発行について 

デポジットの計算例：利用見込月額が 3,500 円①、年間最高利用月額が 48,000 円②の場合

①  3,500 円 → 10,000 円×4＝40,000 円 

② 48,000 円 → 60,000 円 

この場合、預託していただくデポジット額は 60,000 円となります 

 

※デポジット額をはじめとする本サービスの内容については、今後１年程度の間試行し、その

結果により大幅に見直しされることがあります。 

※「お申し込みから引落までの流れ」など、詳細につきましては別紙をご参照ください。 
９
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別   

１．お手続きの流れ 

（１）お申込み方法 

 

STEP3：デポジットの入金が確認できたお客様にＥＴＣパーソナルカードを郵送しま

手元に届いたその日からご利用いただけます。（デポジットのお振込み後、カ

お手元に届くまでには２週間程度を要します。） 

STEP2：登録受付係にて申込書の内容を確認のうえ、デポジット振込みのご依頼を郵

す。同封の払込取扱票により、お近くの郵便局取扱窓口にてデポジットをお

ください。 

STEP1：ＳＡ・ＰＡなどでお配りしている「ＥＴＣパーソナルカード利用申込書」に、

氏名、利用見込月額（有料道路の月平均利用額）や年間最高利用月額（年間

道路を最も多くご利用される月の金額）などの必要事項をご記入いただき、

パーソナルカード登録受付係あてに郵送してください。（利用申込書を折り畳

付けしていただきますと、郵送用の封筒としてお使いいただけます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）カードご利用から引落しまでの流れ 

 

STEP2：「ご利用料金のお知らせ」に記載の前月分のご利用額を、毎月２６日に口座引

いたします。 

STEP3：口座引落しした金額の領収証は、翌月の「ご利用料金のお知らせ」を郵送する

同封します。 

STEP1：「ご利用料金のお知らせ」を郵送し、前月分のご利用額を毎月中旬頃にお知ら

します。利用明細書も同封します。 
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２．適用となる主な割引 

ＥＴＣパーソナルカードでＥＴＣをご利用いただくことにより、ＥＴＣマイレージサービス、

深夜割引、通勤割引、早朝夜間割引など、クレジットカード会社が発行するＥＴＣカードでご

利用した場合と同様の割引が受けられます。 

※ＥＴＣ前払割引サービスにはご登録いただけません。 

※ＥＴＣマイレージサービスのご利用には、別途ご登録が必要です。ご登録の詳細について

は、専用ホームページ（http://www.smile-etc.jp/）をご覧ください。 

※各割引の詳細は各社のホームページをご覧ください。 

東日本高速道路株式会社 

中日本高速道路株式会社    「ドラなび」 http://www.nexco.ne.jp/ 

西日本高速道路株式会社 

首都高速道路株式会社     http://www.shutoko.jp/ 

阪神高速道路株式会社     http://www.hanshin-exp.co.jp/ 

本州四国連絡高速道路株式会社 http://www.jb-honshi.co.jp/ 

 

３．ご利用の停止 

次の場合にはご利用を停止させていただくことがあります。 

   ・月初からのご利用額の累計がデポジットを超える場合 

   ・ご利用額の引落しが出来なかった場合 

   ・ご利用実績に応じたデポジットの増額に応じていただけない場合  

詳細につきましては、「ＥＴＣパーソナルカード利用規約」（別添）をご覧ください。 

ご利用を停止させていただいた場合には、ＥＴＣ利用時にＥＴＣパーソナルカードをご利用

されても料金所の開閉バーが開きません。現金等別の支払方法によりご通行いただくことに

なります。 

 



②② 高速道路の割引キャンペーン等高速道路の割引キャンペーン等



有料道路別の主な割引制度の実施状況有料道路別の主な割引制度の実施状況

東・中・西日本高速道路株式会社 首都高速道路

株式会社

阪神高速道路

株式会社

本州四国高速道路

株式会社

一般

向け

マイレージ割引

（平成17年4月1日～）
マイレージ割引

（平成17年4月1日～）
多頻度割引

（平成17年10月1日～）
マイレージ割引

（平成17年10月1日～）
マイレージ割引

（平成17年6月1日～）

業務

向け

大口・多頻度割引

（平成17年4月1日～）

大口・多頻度割引

（京葉・アクア）

（平成17年4月1日～）

多頻度割引

（平成17年10月1日～）
多頻度割引

（平成17年10月1日～）
大口・多頻度割引

（平成17年4月1日～）

頻
度
割
引

時
間
帯
割
引
等

高速自動車国道 その他

深夜割引

（平成16年11月1日～）
・午前０時～午前４時

：３０％割引

早朝夜間割引

（平成17年1月11日～）
・午後１０時～翌朝６時

：５０％割引

通勤割引

（平成17年1月11日～）
・午前６時～午前９時

・午後５時～午後８時

：５０％割引

―

夜間割引

（平成17年10月1日～）
・午後１０時～午前６時

：２０％割引

平日オフピーク割引

（平成17年10月1日～）
・午前１１時～午後３時

・午後６時～午後１０時

：１０％割引

休日割引

（平成17年10月1日～）
・日曜・祝日

：全日２０％割引

夜間割引

（平成17年10月1日～）
・午後７時～午前７時

：１０％割引※

平日オフピーク割引

（平成17年10月1日～）
・午前１１時～午後４時

：１０％割引

休日割引

（平成17年10月1日～）
・土曜・日曜・祝日

：全日２０％割引※

※阪神西線は半分の割引率

―
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ＥＴＣの更なる普及促進策（マイレージキャンペーン）の実施について

ＥＴＣの利用状況

別納割引制度への批判（国会 ・新聞報道・民営化推進委員会等）

高速自動車国道（東／中／西日本高速道路株式会社管理）におけるＥＴＣ利用率の状況につい
ては、以下の通り。
①車種別で見ると、大型車（主に貨物自動車）で約９０％であるのに対し、普通車（主に普通
乗用車）では約４０％。
※平成１７年９月実績。

②曜日別で見ると、営業用車両等の利用の多い平日で約５０％であるのに対し、休日では約
４０％。
※平成１７年１０月実績。

高速自動車国道（東／中／西日本高速道路株式会社管理）におけるＥＴＣ利用率の状況につい
ては、以下の通り。
①車種別で見ると、大型車（主に貨物自動車）で約９０％であるのに対し、普通車（主に普通
乗用車）では約４０％。
※平成１７年９月実績。

②曜日別で見ると、営業用車両等の利用の多い平日で約５０％であるのに対し、休日では約
４０％。
※平成１７年１０月実績。

１．民営化記念ポイント３倍キャンペーン
①平成１７年１２月全日の利用分について、通常の３倍のポイントを付与
②平成１８年１月～３月末までの土日祝日の利用分について、通常の３倍のポイントを付与

２．新規申し込み６００ポイントプレゼントキャンペーン
新たに車載器を購入してＥＴＣマイレージサービスに申し込んだ方などを対象に、６００ポ

イントをプレゼント

※マイレージ割引のポイント２倍キャンペーンは、平成１８年３月末まで継続（平成１７年４月
から実施）

１．民営化記念ポイント３倍キャンペーン
①平成１７年１２月全日の利用分について、通常の３倍のポイントを付与
②平成１８年１月～３月末までの土日祝日の利用分について、通常の３倍のポイントを付与

２．新規申し込み６００ポイントプレゼントキャンペーン
新たに車載器を購入してＥＴＣマイレージサービスに申し込んだ方などを対象に、６００ポ

イントをプレゼント

※マイレージ割引のポイント２倍キャンペーンは、平成１８年３月末まで継続（平成１７年４月
から実施）

今後の更なるＥＴＣ普及促進には、個人ユーザーへの普及が不可欠

更なるＥＴＣ普及促進策
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（休日割引）

○割引時間帯

日曜・祝日の全日

○割引率 ２０％

一般向け割引

○一般利用者に対し前々月の利用実績に応じて割引

大口向け割引

○大口利用者に対し当月の利用実績に応じて割引

ＥＴＣクレジットカード利用者 ＥＴＣコーポレートカード利用者

（夜間割引）

○割引時間帯

２２時～６時

○割引率 ２０％

（平日オフピーク割引）

○割引時間帯

１１時～１５時

１８時～２２時

○割引率 １０％

時間帯等の割引

多頻度割引

首都高速道路における総合的なＥＴＣ後納割引制度

利用時間帯や利用金額等に応じた弾力的な割引を行い、首都高速道路の利用促進、有効活
用を図る。

重複適用により実質割引率がＵＰ

（社会実験を含む）（社会実験を含む） （社会実験を含む）

当月の月間利用額 割引率

5,000円までの部分 0％

5,000円超1万円までの部分 2％

1万円超3万円までの部分 5％

3万円超5万円までの部分 8％

5万円超の部分 12％

前々月の月間利用額 割引率

5,000円未満の場合 0％

5,000円以上1万円未満の場合 1％

1万円以上3万円未満の場合 2％

3万円以上5万円未満の場合 4％

5万円以上7万円未満の場合 6％

7万円以上の場合 8％
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平日 日・祝日

時
間
帯
割
引

平成17年10月～平成18年3月

首都高速道路における３％ＯＦＦキャンペーンについて
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夜間割引　20％引き

日祝割引　20％引き
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夜間割引　20％引き

平日ｵﾌﾋﾟｰｸ割引　10％引き

3％OFFｷｬﾝﾍﾟｰﾝ　 3％引き

3%OFF
キャンペーン
半年実施

0%

日祝割引
導入
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阪神高速道路における総合的なＥＴＣ後納割引制度

利用時間帯や利用金額等に応じた弾力的な割引を行い、阪神高速道路の利用促進、
有効活用を図る。

一般向けマイレージ・ポイントサービス

○基本ポイント：利用額１００円ごとに３ポイントを付与
○加算ポイント：下表の利用額に応じて付与
○１００ポイント＝１００円で還元 （最低交換ポイント：５００ポイント）
○ポイントは付与された翌年度末まで有効（最大２年間）

事業者向け多頻度割引

○当月の利用実績に応じた割引

ＥＴＣクレジットカード利用者 ＥＴＣコーポレートカード利用者

（平日オフピーク割引）
○割引時間帯

１１時～１６時
○割引率 １０％

（社会実験を含む）

（休日割引）
○割引時間帯
土曜・日曜・祝日の全日

○割引率 ２０％（阪神西圏は１０％）
（社会実験を含む）

時間帯等の割引

多頻度割引

重複適用により実質割引率がＵＰ

月間利用額

基本

ポイント

(100円につき)

加算

ポイント

(100円につき)

0Ｐ

3Ｐ

5Ｐ

10Ｐ

3Ｐ

付与率

1万円までの部分 3％

1万円超3.5万円までの部分 6％

3.5万円超7万円までの部分 8％

7万円超の部分 13％

0％5,000円までの部分

3％5,000円超1万円までの部分

8％3.5万円超7万円までの部分

6％1万円超3.5万円までの部分

13％7万円超の部分

割引率当月の月間利用額

（夜間割引）

○割引時間帯

１９時～７時

○割引率１０％（阪神西圏は５％）
（社会実験を含む） １６



阪神高速道路における３％ＯＦＦキャンペーンについて

平成17年10月～平成18年3月

平日 土・日・祝日

時
間
帯
割
引
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社会実験割引　      5％引き

時間帯割引      　   5％引き

3％ＯＦＦｷｬﾝﾍﾟｰﾝ　   3％引き

※阪神西線の19時～7時については、社会実験割引（5%)

　 の積み増しなし。（施策部分の5%のみ）

※神戸線と神戸山手線を乗り継ぐ自動車は割引対象外

3%OFF
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半年実施阪神東線・南線
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社会実験割引　15％引き

土曜・休日割引　5％引き

※阪神西線については、社会実験割引５％（合計10%)

※神戸線と神戸山手線を乗り継ぐ自動車は割引対象外

阪神東線・南線

※阪神西線の19時～7時については、
半分の割引率

※阪神西線については、半分の割引率

土曜・休日割引 ２０％引き

土日祝割引
導入

夜間割引 １０％引き

オフピーク割引 １０％引き
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